
四日市市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  令和６年３月２５日  

                    四日市市長  森  智 広  

四日市市条例第６号  

   四日市市介護保険条例の一部を改正する条例  

四日市市介護保険条例（平成１２年四日市市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 令和６年度から令和８年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第一号被保険者の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 令和３年度から令和５年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第一号被保険者の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号。以下「令」という。）第

３９条第１項第１号に掲げる者 ２

７，３４８円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号。以下「令」という。）第

３９条第１項第１号に掲げる者 ３

３，３６０円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる

者 ３７，５２４円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる

者 ４１，７００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる

者 ４２，２９４円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる

者 ５０，０４０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる

者 ５５，９６８円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる

者 ５８，３８０円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる

者 ６３，６００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる

者 ６６，７２０円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７５，

０４８円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７５，

０６０円 

ア （略）  ア （略）  

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第６条第２項に

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第６条第２項に



規定する要保護者をいう。以下同

じ。）であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護（生

活保護法第2条に規定する保護をい

う。以下同じ。）を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第

１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１

０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イに該当

する者を除く。） 

規定する要保護者をいう。以下同

じ。）であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護（生

活保護法第２条に規定する保護を

いう。以下同じ。）を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号イ、第９号

イ又は第１０号イに該当する者を

除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８２，

６８０円 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８３，

４００円 

ア （略）  ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）、次号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ、第１３号イ又は第１４

号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）、次号イ、第

９号イ又は第１０号イに該当する

者を除く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者 ９５，

４００円 

(8) 次のいずれかに該当する者 １０

０，０８０円 

ア （略）  ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）



に係る部分を除く。）、次号イ、第

１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イに該当

する者を除く。） 

に係る部分を除く。）、次号イ又は

第１０号イに該当する者を除く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 １０

８，１２０円 

(9) 次のいずれかに該当する者 １０

８，４２０円 

ア （略） ア （略） 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）、次号イ、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ

又は第１４号イに該当する者を除

く。） 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）又は次号イに

該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １２

０，８４０円 

(10) 次のいずれかに該当する者 １１

６，７６０円 

ア 合計所得金額が５２０万円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

ア 合計所得金額が８２０万円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）、次号イ、第

１２号イ、第１３号イ又は第１４号

イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）に該当する者

を除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １３

３，５６０円 

 

ア 合計所得金額が６２０万円未満  



であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）、次号イ、第

１３号イ又は第１４号イに該当す

る者を除く。） 

 

(12) 次のいずれかに該当する者 １４

６，２８０円 

 

ア 合計所得金額が７２０万円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）、次号イ又は

第１４号イに該当する者を除く。） 

 

(13) 次のいずれかに該当する者 １５

２，６４０円 

 

ア 合計所得金額が８２０万円未満

であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

 



に係る部分を除く。）又は次号イに

該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １７

１，７２０円 

 

ア 合計所得金額が１，０００万円未

満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）

に係る部分を除く。）に該当する者

を除く。） 

 

(15) 前各号のいずれにも該当しない者

 １８４，４４０円 

(11) 前各号のいずれにも該当しない者

 １３３，４４０円 

２ 所得の少ない第一号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る前項第１

号に該当する者の保険料率は、同号の規

定にかかわらず、１６，５３６円とする。 

２ 所得の少ない第一号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る前項第１

号に該当する者の保険料率は、同号の規

定にかかわらず、２０，０１６円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる

第一号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る保険料率について準用す

る。この場合において、前項中１６，５

３６円とあるのは、２４，８０４円と読

み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる

第一号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る保険料率について準用す

る。この場合において、前項中２０，０

１６円とあるのは、２５，０２０円と読

み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げ

る第一号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る保険料率について準用

する。この場合において、第２項中１６，

５３６円とあるのは、４１，９７６円と

読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げ

る第一号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る保険料率について準用

する。この場合において、第２項中２０，

０１６円とあるのは、４６，７０４円と

読み替えるものとする。 



  

 （賦課期日後に第一号被保険者の資格の

取得、喪失等があった場合の取扱い） 

 （賦課期日後に第一号被保険者の資格の

取得、喪失等があった場合の取扱い） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第

１項第１号イ（同号イに規定する老齢福

祉年金の受給権を有するに至った者及

び（１）に係る者を除く。）、ロ若しく

はニ、第２号ロ、第３号ロ若しくは第４

号ロ、第５号ロ又は第２条第６号イ、第

７号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号

イ若しくは第１４号イに該当するに至

った第一号被保険者に係る保険料の額

は、当該該当するに至った日の属する月

の前月まで月割りにより算定した当該

第一号被保険者に係る保険料の額と当

該該当するに至った日の属する月から

令第３９条第１項第１号から第５号ま

で、又は第２条第６号から第１４号まで

のいずれかに規定する者として月割り

により算定した保険料の額との合算額

とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第

１項第１号イ（同号イに規定する老齢福

祉年金の受給権を有するに至った者及

び（１）に係る者を除く。）、ロ若しく

はニ、第２号ロ、第３号ロ若しくは第４

号ロ、第５号ロ又は第２条第６号イ、第

７号イ、第８号イ、第９号イ若しくは第

１０号イに該当するに至った第一号被

保険者に係る保険料の額は、当該該当す

るに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第一号被保険

者に係る保険料の額と当該該当するに

至った日の属する月から令第３９条第

１項第１号から第５号まで、又は第２条

第６号から第１０号までのいずれかに

規定する者として月割りにより算定し

た保険料の額との合算額とする。 

４ （略） ４ （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料率に

ついて適用し、令和５年度分までの保険料率については、なお従前の例による。  



（健康福祉部介護保険課） 


